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ＩＣカード乗車券取扱規則の一部改正について（2024年 9月 24日九州旅客鉄道株式会社公告第４号） 

ＩＣカード乗車券取扱規則（2009年 2月 5日九州旅客鉄道株式会社公告第 11号）の一部を次のように改正し、2024年 10月 3日から施行します。 

現行 改正 

（前略） 

 

別表第２（第 18条）当社線におけるＳＵＧＯＣＡ利用エリア 

(1) 福岡・佐賀・大分・熊本エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

別表第５ 削除 

 

 

 

 

（前略） 

 

別表第２（第 18条）当社線におけるＳＵＧＯＣＡ利用エリア 

(1) 福岡・佐賀・大分・熊本エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

（削る） 

 

ハウステンボス

肥後大津

大分

中判田

久留米 善導寺 向之原

西唐津

唐津
姪浜

博多

八代

吉塚

鳥栖

熊本

原田

門司港
折尾

下関

西小倉

幸崎

香椎

桂川 新飯塚

長者原

小倉

佐世保

門司

西戸崎 若松

宇美

佐賀

城野

早岐


